
　

「東青地域産業保健センターのご案内」

　②　作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備

　③　医師等の意見の衛生委員会等への報告　等

○当協会の保健指導をご利用ください。

　健康診断実施後の措置（法第66条の5）

　①　医師等からの意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該

　　労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の

　　短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる。

保健指導（法第66条の7）

※　産業医の選任義務のない小規模事業場（労働者50人未満の事業場）に
　おいては、労働者の健康管理等に関し、医師等が相談等に無料で応じる東
　青地域産業保健センターを活用することによって、健康診断の結果につい
　ての医師等からの意見聴取を実施することが適当です。

　一般健康診断等の結果、特に健康保持
につとめる必要があると認める労働者に
対して医師又は保健師による保健指導を
行うよう努める。

指導
内容

①日常生活面の指導
②精密検査の受診推奨
③医療機関での治療勧奨　など

〒030-0821 青森市勝田１－１６－１６　青森市医師会館内

☎017-777-1501　FAX017－777－1503

勤務に制限を
加える必要の
あるもの

勤務による負担を軽減するため、労働時間の短縮、出
張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業
の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間
勤務への転換等の措置を講ずる。

※　労働者災害補償保険法第26
　条第2項第1号の規定に基づく
　二次健康診断

要休業
勤務を休む必
要のあるもの

療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させな
い措置を講ずる。

二次健康診断
就業区分

就業上の措置の内容
区分 内　容

通常
業務

通常の勤務で
よいもの －

労働者には、二次健康診断の結
果を事業者に提出するよう働き
かけることが適当。 就業

制限

（法第66条の２）
異常なし 要観察 要医療

法第66条第5ただし書きの
規定による健康診断

一定の検診項目に異常の所
見があると診断された労働
者が受診

異常の所見があるとされた場合

健康診断の結果についての医師等からの意見聴取（法第66条の4）

健康診断実施後の措置について

健康診断の実施 健康診断結果の通知（法第66条の6）

一般健康診断等
医師等による診断区分の決定 　労働者自らが自主的に健康管理に取り組

めるよう、労働者に健康診断結果を通知し
なければならない。

（法第66条第1～4項）

自発的健康診断 診断区分（一例）

 ○ 労働者ごとに「健康診断個 
     人票」を作り、５年間保存す 
     る。 

  （法第66条の3、則第51条） 

 「結果報告書」を労基署へ提出する 
  （常時労働者数が５０人以上の事業場） 
               （安衛則第52条) 


